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処分の概要 法令等違反に対する措置命令

法 令 名

根 拠 条 項
商店街振興組合法 第85条

法 令 番 号 昭和37年法律第141号

【基準】

法第85条の規定による。

(行政庁の命令)

第85条 行政庁は、前条第1項の規定により報告を徴し、又は第81条第2項若しくは前条第1項の

規定により検査をした場合において、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づい

てする行政庁の処分若しくは定款若しくは規約に違反し、又は組合の運営が著しく不当であ

ると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずることが

できる。
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